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（厚労省・平成28年の送検事件の状況）司法
処分件数は４年連続減少し890件／（29年８
月以降の支給事由に適用）労災年金給付基礎
日額の最低・最高限度額を改定／（28年度・
技能検定の実施状況）新たに約30万人が合格
し累計取得者は約632万人に／ほか

●NEWS─────────────── 1

労務相談室
〔管理監督者から降職の要望〕応じる義務あるか ───────── 48
〔改正民法が成立し３年以内に施行される〕人事労務への影響は ── 50
〔法改正で育休期間が子が２歳までに〕給付金の支給も延長か ─── 52

労 務 一 般
労 務 一 般
雇用保険法

弁護士・田島潤一郎
弁護士・山口毅
特定社労士・藤岡衣里子

回答者

＊＊本誌ご購読の皆様へ＊＊

ビジネスセミナー「労働塾」のご案内http://rouki.chosakai.ne.jp/
バックナンバーが閲覧できます!!

アンケートへのご協力をお願い致します（17ページ）

●本誌読者アンケート ─ 17●連載　労働スクラ
ンブル○296（労働評論家・飯田康夫） ─ 42●労務資
料　28年度 地方労働局雇用環境・均等部（室）での
法施行状況①〈育児・介護休業法〉 ─ 44●わたし
の監督雑感　山形・村山労働基準監督署長　青山稔 
─ 54●編集室 ─ 56

本助成金は、ストレスチェックの実施が努力義務とされる従業員50人未満の事業場が、医師、保健師などによるストレス
チェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施した場合、①ストレスチェックを実施した
場合、１従業員につき500円を上限として、その実費額、②ストレスチェック後の面接指導などの医師による活動を受けた
場合、１事業場当たり１回の活動につき21,500円を上限として、その実費額（１事業場につき年３回を限度）──を支給する
もの。平成29年度から、事前の小規模事業場登録の届出が不要となる等、申請手続きが簡素化された。

平成29年度から事前の
小規模事業場登録の届出が不要に

「ストレスチェック」実施促進のための助成金── 6特別企画

（厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室）

───── 40●知っておくべき職場のルール

技能習得者の酷使禁止や
職業訓練生に一定の特例が

＜第65回＞「技能者の養成」

（編集部）

────── 32●企業における多様な人材活用

〈第12回〉「多様な人材の活躍に
　　　　　　向けた新たな報酬とは」（最終回）

（県立広島大学経営専門職大学院教授・木谷宏）

従来の経済合理性から社会合理性へと人事管理の
フレームワークを変えていく飽くなきチャレンジ

～いま実践するダイバーシティ・マネジメント～

──────────── 28●企業税務講座

通常要する費用の判断基準は
「非日常性」目的を考慮

第81回　交際費と福利厚生費等との区別②

（弁護士・橋森正樹）

──────── 18

複数名体制での仮眠時間等も労働から
の解放が保障されなければ労働時間に
（弁護士・森井利和＆特定社会保険労務士・森井博子）

〈第37回〉警備業における仮眠時間等を巡る問題

●弁護士＆元監督官がズバリ解決！
　～労働問題の「今」～

★お近くの書店、または下記フリー FAX、労働調査会ホームページよりお申し込みください

８月新刊８月新刊

　実態は労働者派遣でありながら、請負等の名目で派遣
を受け入れる違法な「偽装請負」とならないよう、派遣と
請負等との適正区分の解釈・運用、実務対応について詳
解。平成27年に施行された「労働契約申込みみなし制度」
に関して今後起こり得る問題、裁判実務にも詳細に触れ、
派遣契約書等のモデルと解説も盛り込んでいる。

多様な派遣形態と
みなし雇用の法律実務

労働者派遣の本質とその問題をとらえ、
具体的な実務対応策を押さえる。他に類書はありません！

目　　次

弁護士 安西　愈 著　Ａ５判／約540頁、本文２色刷り／定価：本体5,000円＋税／ISBN978-４-86319-614-８

第１部　労働者派遣と多様な利用形態をめぐって
　第１章　労働者派遣法の意義と展開
　第２章　多様な労働者派遣の形態と労働者派遣法の適用上の問題
第２部　労働者派遣と請負・業務委託、労働者供給をめぐって
　第１章　労働者派遣と請負・業務委託等をめぐる問題
　第２章　「労働者派遣事業と請負事業との区分告示」をめぐる問題
　第３章　業務請負・業務委託契約書例と解説
　第４章　労働者派遣と出向との区別をめぐる問題
　第５章　いわゆる二重派遣的形態をめぐる問題
第３部　派遣先、発注者への「労働契約申込みみなし」の適用をめぐって
　第１章　派遣先等への「労働契約申込みみなし」制度とは
　第２章　「労働契約申込みみなし」の対象行為をめぐって
　第３章　脱法目的の偽装請負契約による派遣受入れをめぐって
　第４章　「労働契約申込みみなし」への労働者の承諾をめぐって
　第５章　承諾により成立する直接雇用の契約内容
　第６章　派遣元との労働契約が無期雇用の場合の「労働契約申込みみなし」の適用を
　　　　　めぐる問題
　第７章　派遣先の派遣法違反についての善意無過失の立証をめぐる問題
　第８章　都道府県労働局長による「労働契約申込みみなし」に関する行政指導をめぐって
第４部　最新労働者派遣法対応の派遣に関するモデル契約書例と解説


